
〔基礎科目〕　技術概論 

文部科学省　令和２年度　専修学校による地域産業中核的人材養成事業 
「モノづくり産業におけるイノベーティブ産業人材教育プログラム開発事業」 

 
リカレント教育 

 

(　e-ラーニング対応版　) 

 

P－１ 



P－２ 

〔基礎〕ビジネス概論 

専修学校“一年制・研究課程”年間授業構成（科目） 

〔基礎〕技術概論 

〔領域〕コンピテンシー 
(ロールプレィング) 

〔領域〕イノベーション・ツール事例 
(最先端技術・プロジェクト事例) 

〔ＰＢＬ〕PBL実習 
(チーム実践型研究) 

〔ＰＢＬ〕イノベーション構想(チーム実践型研究) 

初
期
講
義 

イノベーション構想(復習：個人研究論文) 

研
究
成
果
発
表
会 

本科目の位置付け

「Society5.0」“イノベーテイブ人材”教育プログラム構成（教育内容） 

 
〔基礎〕技術概論・ビジネス概論 

本教育に必要な項目についてそのレベ
ル設定された基礎知識として学ぶ 

 

 
〔領域〕コンピテンシー 

個々のスキル・経験職の発揮手法を 
事例を活用してPBLの疑似体験を行う 

 

〔領域〕イノベーション・ツール事例 
「Society5.0」に対応した最先端技術 

情報とそれらを活用したプロジェクト事例
を活きた教材として学ぶ 

 
 

〔ＰＢＬ〕PBL実習(チーム実践型研究) 
テーマ：地域産業の創生に向けた挑戦構想① 

　　　　　　　　　　自社の「課題解決」「業績改善」(論理的根拠) 
 
 

 
〔ＰＢＬ〕イノベーション構想(チーム実践型研究) 
テーマ：地域産業の創生に向けた挑戦構想② 

　　　　　　　　　自社の「課題解決」「業績改善」「新規事業」 
 

初
期
講
義 

 
イノベーション構想(復習：個人研究論文) 
テーマ：自社の次代に向けた挑戦構想② 

　　　　　　　「課題解決」「業績改善」「新規事業」 
 

研
究
成
果
発
表
会 

(　e-ラーニング  ) 

(　e-ラーニング  ) 

本科目の“一年制・研究課程”の科目構成に於ける位置付けは、基礎教材でレベル合わせをした上で、  
コンピテンシー領域で役割と力量について学び、PBL領域で構想をまとめていくための基礎となります。  
 

本科目の“一年制・研究課程”の教育内容に於ける位置付けは、全構成科目を学ぶ為の基礎項目につ
いてレベル設定された基礎知識として学びます。  
特に本教育プログラムでは、学習すべき内容を“意味をもった構図”としてとらえることを学びましょう。  



 
目　次 

 

P－３ 

 
（１）モノづくり企業が守るべき法律・規則・ルールなどについて学習する　 
 
 
（２）インシデントについて学習する     
 
 
（３）業務の流れについて学習する             
 
 
（４）不具合について学習する   
 

 
（５）リコールについて学習する   
 

 
１、モノづくり企業・基礎知識の概要 
 

 
Ｐ－４ 

 

 
Ｐ－７ 

 
 

Ｐ－１１ 
 
 

Ｐ－１３ 
 
 

Ｐ－１７ 
 
 

Ｐ－２２ 
 

 
 

☆本科目の学習に際しては、学ぶべきことを視覚的に 
“構図形式”で表現された中に“テーマ”が最適な位置に配置されています。 

　　　　　　そして、その”テーマ”ごとに具体的内容を学習してゆきます。 
3

 
 



P－４ 

〔解説図－１　〕はモノづくり企業の事業活動と事業成果としての業績及びそれを取り巻く経営環境を構図化しています。  
この構図には製造関係（技術）と経営関係（ビジネス）の夫々の基礎知識として学ぶべき項目を最適配置しています。  
 
本構図では、企業の業績や信用に影響を及ぼす「技術概論・基礎知識」として下記の項目について学びます。  

 
（１）　製造企業が守るべき法律・規則・ルールなど  
（２）　重大な事故  
（３）　モノが製造され搬出（納品）されるまでの基本的な流れ  
（４）　ミス・トラブル・クレームなど  
（５）　公の場で不具合を公表し無償で修理・改善に対応すること  
 
これらは“モノづくり企業”の業績に大きな影響を与える要因とは、企業が常に「守らなければいけないこと」  
　　「注意しなければいけないこと」　そして「もし、間違ったら正直に告知し修正すること」を意味しています。  
 
 

〔解説図－２　　〕では、それが具体的に何を意味し、何についてどの様に注意し、どう管理しなければいけないのかを学びます。  
 
（１）　モノづくり企業に限らず企業が守るべき法律・規則・ルールなどを総称して「コンプライアンス：法令順守」と言います。  
　　　これらを遵守する為には、「コンプライアンス」の意味や具体的な内容とそれらをどの業務でどの様に  
　　　管理すべきかを知る必要があります。（単なる個人情報保護法の遵守ではありません）  
 
（２）　重大な事故のことを総称して「インシデント」と言います。  
　　　これらを回避する為には、「インシデント」の意味や具体的な内容とそれらをどの業務でどの様に  
　　　管理すべきかを知る必要があります。  
 
（３）　モノが製造され搬出（納品）されるまでの基本的な業務・情報・モノの流れを総称して「業務の流れ」と言います。  
　　　これらを円滑に遂行・連携する為には、「業務の流れ」の意味や具体的な内容とそれらをどの業務でどの様に  
　　　管理すべきかを知る必要があります。  
 
（４）　ミス・トラブル・クレームなどをエンジニアリングの世界では総称して「不具合」と言います。  
　　　これらを起こさない様にする為には、「不具合」の意味や具体的な内容とそれらをどの業務でどの様に  
　　　管理すべきかを知る必要があります。  
 
（５）　公の場で不具合を公表し無償で修理・改善に対応することを総称して「リコール」と言います。  
　　　これらをしなくてすむようにする為には、「リコール」の意味や具体的な原因とその影響を知り、それらを  
　　　どの業務でどの様に管理すべきかを見極める必要があります。  
 

 
１、モノづくり企業・基礎知識の概要 
 



“世界的ビジネスルールの変革”（課題・動向・技術革新） 

日本の課題 

日本の政策・指針「Society５．０」 

追加コスト 

売上 

利益 

コスト 

新規事業 

人事 

営業 

総務 

情報 

企画 

調達 

設計 

技術・開発 

保守 

工事 

製造(工場) 

間接部門  直接部門 

組織・体制 

☆コンプライアンスの意味  
☆コンプライアンスの概要  
☆コンプライアンスの管理  

 ☆インシデントの意味  
☆インシデントの概要  
☆インシデントの管理  

 

☆業務の流れ 
☆情報の流れ 
☆製品の特徴 

 

☆不具合の意味 
☆不具合の概要 
☆不具合の管理 

 

☆リコールの意味  
☆リコールの原因  
☆リコールの影響  

 

 
☆業績の本質 
☆業績の最重要項目 
☆業績改善の本質 

 

 
☆経営課題の本質 
☆経営課題の原因 
☆経営課題解決の本質 
 

 
☆製造現場の概要 
☆製造現場の役割 
☆製造現場の品質 

 

☆イノベーションの意味  
☆イノベーション事例  
☆イノベーション・ツール  
 

企業 
顧客 

業種 

 
☆ビジネスの本質 
☆ビジネスモデルの意味 
☆自社の位置付け 
 

 
モノづくり企業・基礎知識の概要 

 

商品 

サービス 

設計・製造 

P－５ 

 
 

☆この構図は“モノづくり企業”の事業及び業績に関する重要なイメージ図です。 
　　特に企業を取り巻く環境や学習テーマとその位置・範囲などを覚えてください。 
 
 

（１） 

（２） 

（３） 

（４） 

（５） 

（１） 

（２） 

（３） 

（４） 

（５） 

解説図－１ 
技術概論  ビジネス概論  

 
☆本構図は「技術概論」「ビジネス概論」の共通する学習の構図です。 
　　そして、“黒枠のテーマ”は「技術概論」、“赤枠のテーマ”は「ビジネス概論」 
　　で学習すべき内容です。 
 

 



（１）モノづくり企業が守るべき法律・規則・ルールなどについて学習する　　 
①コンプライアンスとは何なのか 
②モノづくり企業が守るべき法律・規則・ルール等の種類と概要 
③日頃は誰がどのように管理しているのか 
④もしもの時はどの様にして起こるのか 
⑤その影響とは 

（２）インシデントについて学習する                                                              
①インシデントとは何なのか 
②それはどの様にして、どこで起きるのか 
③起きてしまったらどうなるのか 
④どう対処しなければならないのか 
⑤その原因は何なのか、同じことを起こさないためにどうすべきなのか 
 

（３）業務の流れについて学習する                                                               
①モノづくり企業に必要な機能(役割)と手順(流れ) 
②機能区分(役割・仕事)が組織における部署(営業・設計・製造・他) 
③モノづくりは与えられる仕様によって造られる 
④同じ様な製品を造っていても企業ごとに“考え方・造り方”が違う 
⑤どう造るかは企画・設計情報が順次連携・指示されてモノが造られる 
 

（４）不具合について学習する                                                                       
①不具合とは何なのか 
②それはどの様にして、どこで起きるのか 
③起きてしまったらどうなるのか 
④どう対処しなければならないのか 
⑤その原因は何なのか、同じことを起こさないためにどうすべきなのか 
 
 

（５）リコールについて学習する                                                                   
①リコールとは何なのか 
②それはどの様にして、どこで起きるのか 
③起きてしまったらどうなるのか 
④どう対処しなければならないのか 
⑤その原因は何なのか、同じことを起こさないためにどうすべきなのか 
 

（１）　製造企業が守るべき法律・規則・ルールなど 
（２）　重大な事故 
（３）　モノが製造され搬出（納品）されるまでの基本的な流れ 
（４）　ミス・トラブル・クレームなど 
（５）　公の場で不具合を公表し無償で修理・改善に対応すること 
   

技術概論・基礎知識の概要 

 

☆コンプライアンスの意味  
☆コンプライアンスの概要  
☆コンプライアンスの管理  
 

☆インシデントの意味  
☆インシデントの概要  
☆インシデントの管理  
 

☆業務の流れ 
☆情報の流れ 
☆製品の特徴 
 

☆不具合の意味 
☆不具合の概要 
☆不具合の管理 
 

☆リコールの意味  
☆リコールの原因  
☆リコールの影響  
 

イノベーティブ人材育成の為の技術概論・基礎知識区分 

P－６ 

解説図－２ 



 
（１）モノづくり企業が守るべき法律・規則・ルールなどについて学習する　 

 

P－７ 

〔解説図－３　〕では、①「コンプライアンス：法令順守」とは何なのかについて具体的に学びます。  
　　企業は商品事業によって業種区分され、どのモノづくり企業も守らなければいけない法律・条令・他や  
　　その業種のみに守らなければならない規則・ルール・他が存在しています。  
　　いずれにしても、モノづくり企業が事業を行うに際し社会的責任とこれらの“法令順守”が常に求められ  
　　ています。  
　　決して“知らなかった”　“うっかりした”で済まされることではありません。  
　　これらを守らなかったり、対処を間違ったりした時は制裁を受けたり、賠償したりしなければならなくなり、  
　　企業の一番大事な信頼を失うことになります。  
 
　　ここでは、②モノづくり企業のどの業種でも守らなければならない法律・条令・規則・ルールなどについて  
　　記述しています。  
　　ただし、どこの企業でもプロフェッショナルが行わなければならない領域の業務“勘定系業務”  
　　“労働基準法関連業務”　“その他”などがありますがこれらは本教材の対象外とします。  
 
　 〔解説図－４　〕では、③「日頃は誰がどのように管理しているのか」について具体的に学びます。  
　　その為には、まず“自社が守るべき法律・規則・ルールなど”を見極める必要があります。  
　　縦軸に対象商品事業の業務の流れを配します。  
　　横軸にその対象商品事業が守るべき法律・規則・ルールなどを配します。  
　　そして、業務の流れに沿って各業務毎に守るべき法律・規則・ルールなどを具体的に  
　　「対象業務と守るべき事項」を見極めます。  
 
　　この様にモノづくり企業の守るべき法律・規則・ルール等の明確化と業務プロセスに於いて  
　　どの業務で何をどの様に守るのかの管理基準の明確化・可視化・共有化が重要となります。  
 

〔解説図：　　〕では、④「もしもの時はどの様にして起こるのか」について具体的に学びます。  
　　どの業務で何をどの様に守るのかの管理事項を明確化し、「もしもの時」に想定される原因と  
　　想定されるリスク（事象・影響）を洗い出します。  
　　その時、想定される原因の洗い出しが不十分の場合に、その不十分の原因項目が「もしもの時」の  
　　発生源になる可能性が充分にありえます。  
　　つまり原因項目の見極め不十分が対策不十分となります。  
 
　　また、⑤「その影響」については、極めて厳しい対処がまっていることを肝に銘じておく必要があります。  
　　熟練者の協力を得て原因の洗い出しと想定リスク（影響）を見極め万全の対策をたてることが重要となります。  
　　 
　　これによって、「もしもの時」の具体的な影響内容及び影響範囲を見極めつつ原因に対する  
　　的確な対策とチェック手法を計画することができます。  
　　 



 
①コンプライアンス(法令順守)の概要 

 

安全・安心の確保

品質管理体制

環境に優しい企業

内部統制

ＩＳＯ２７００１
ＩＳＭＳ

（客先の生命・身体・財産の侵害） （製造物責任者） 

（総合的品質管理の視点での業務プロセスルール画一と運用管理） 

（環境負荷軽減化ルールの確立と運用管理） 

（業務品質管理の視点で発生源レベルでの不正・ミス撲滅策ルールの確立と運用管理） 

ＰＬ法 

ＩＳＯ９００１ 

ＩＳＯ１４００１ 

Ｊ－ＳＯＸ法 

業界法規 

視点

安全・安心の確保

（客先・個人情報の漏洩） （個人情報、他） 

情報処理 

②モノづくり企業が守るべき法律・規則・ルールの概要 

法令順守項目 

 
コンプライアンスとは企業の法令順守を意味する 
 

 
（１）モノづくり企業が守るべき法律・規則・ルールなどについて学習する　 

 

その他 

 
エンジニアリング・リスクの概要 

(危機管理項目) 

 
 

(プロフェッショナルが存在する領域) 
☆勘定系関係 
☆労働基準法関係 
☆その他 

 
 

P－８ 

 
 

☆、モノづくり企業の守るべき基本的な法律・規則・ルール等について学習します。 
　　これらは自社の属する業種によって業種特有の規則・ルールが付加されます。 
 
 

 
 

☆これらを守らなかったり、 
　　対処を間違ったりした時 
　　は制裁を受けたり、賠償 
　　したりしなければならな　　くな
り、企業の一番大事 
　　な信頼を失うことになりま　　
す。 
 
 

解説図－３ 



 
③コンプライアンス(法令順守)対策(管理)  

 

業界 
ルール 

ＰＬ法 
ＩＳＯ 
９００１ 

ＩＳＯ 
１４００１ 

Ｊ－ＳＯＸ法 

対策 

対策 

対策 

対策 

対策 

対策 

対策 

対策 

業務プロセス 
（業務の流れ） 

※コンプライアンス管理が原因でインシデント(事故)発生した時、 
　　損害賠償や大きな信用失墜から倒産に至る事例がある 

情報 
漏洩 

対策 

対策 

※万が一を想定した逐次業務遂行前後の個人ベースの管理と総合的なリーダー・マネジメント手法に織り込む必要がある 

P－９ 

 
 

☆“モノづくり企業”の守るべき法律・規則・ルール等の明確化と業務プロセスに 
　　於ける対象業務及び管理基準の明確化・可視化・共有化が重要となります。 
 
 

自社が守るべき法律・規則・ルールなどを見極める 

☆どの業務で何をどう守るのかを明確化 
　　・可視化・共有化します。 

解説図－４ 



安全・安心の確保 損害賠償 
欠陥品 

品質管理体制

環境に優しい企業

内部統制

ＩＳＯ２７００１
ＩＳＭＳ

顧客満足 

信用・信頼の失墜 

訴訟・信用失墜 

大事な情報を守る為のルールを決め実行 

材料・材質 
廃油・塗料 

洗剤 

（客先の生命・身体・財産の侵害） 
過失 

誤解・不明確 

管理力が弱い 

不正行為 

ミス・トラブル 

（製造物責任者） 

（総合的品質管理の視点での業務プロセスルール画
一と運用管理） 

（環境負荷軽減化ルールの確立と運用管理） 

（業務品質管理の視点で発生源レベルでの不正・ミス撲滅策・ルールの確立と運用管理） 

ＰＬ法 

ＩＳＯ９００１ 

ＩＳＯ１４００１ 

Ｊ－ＳＯＸ法 

業界法規 

視点 想定リスク  想定範囲 

安全・安心の確保 損害賠償 
ハッカー 

（客先・個人情報の漏洩） 
過失 

（個人情報、他） 

情報 

法令順守項目 

④もしもの時はどの様にして起こるのか(事象・原因)  

⑤影響概要  ④事象・原因 

P－１０  
 

☆“モノづくり企業”に於ける「もしもの時」は何が原因でどの様にして起こるのか、 
　　そして、どの様な事態に陥ってしまうのかを学習します。 
 
 

 
 

☆自社・特有の法律・規則・ルール等についても見極め・対処が必要である。 
 
 

解説図－５ 



 
（２）インシデントについて学習する     

 

P－１１ 

〔解説図－６　〕はモノづくり企業に於ける「インシデント」の意味・原因・対策・起こってしまった時の対処の  
あり方について学びます。  
 
①インシデントとは何なのか  
②それはどの様にして、どこで起きるのか  
③起きてしまったらどうなるのか  
④どう対処しなければならないのか  
⑤その原因は何なのか、同じことを起こさないためにどうすべきなのか  
 
これらは“モノづくり企業”の業績に直接的に影響を与える要因であり、もし発生してしまったら一端作業を  
ストップし、その事象（状況・状態）から原因を特定し、必要な対策を講じなくてはなりません。  
その為に必要な人材・資材・時間と平行して行われている作業などに大きな影響を与えてしまうことになります。  
また、結果としてお客様との契約仕様（納期）などにも大きな影響を及ぼしてしまうことになりかねません。  
 
 　　①「インシデント（重大事故）」とは何なのかについて具体的に学びます。  

　　企業は商品事業によって業種区分され、どのモノづくり企業も守らなければいけない法律・条令・他や  
　　その業種のみに守らなければならない規則・ルール・他が存在しています。  
　　いずれにしても、モノづくり企業が事業を行うに際し社会的責任とこれらの“法令順守”が常に求められ  
　　ています。（コンプライアンス：法令順守）  
　　決して“知らなかった”　“うっかりした”で済まされることではありません。  
　　これらを守らなかったり、対処を間違ったりした時は制裁を受けたり、賠償したりしなければならなくなり、  
　　企業の一番大事な信頼を失うことになります。  
　　つまり、「コンプライアンス：法令順守」を守れなかった結果として起きてしまった事故のことを意味します。  
 
　　ここでは、②「インシデントはどの様にして起こるのか」を起きてしまったときの事象（状態）を想定リスクに  
　　なぞらえて見極め、後に与える影響や原因の特定、そして対処のあり方から最善な対策を講じることに  
　　なります。  
 
　　それでも、③「起きてしまったらどうなるのか」を起きてしまったときの事象（状態）を想定リスクからなぞらえ  
　　て見極め、後に与える影響や原因の特定、そして対処のあり方から最善な手法や対策を事前準備する  
　　ことが結果として、被害を最小限にくいとめることに繋がりその事前準備の重要性を意味しています。  
　　 
　　もし、起こってしまったとき、④「どう対処しなければならないのか」を予め手順化し連携情報を基準化して  
　　おくことにより、対策の的確性とスピードに繋がり後の影響を最小限にくいとめることにつながります。  
 
　　ここで重要なことは、⑤「その原因は何なのか、同じことを起こさないためにどうすべきなのか」を一連の  
　　事故対処実績を振返り、発生源（対象業務とその原因）を特定し、二度と同じ過ちを起こさない為の手法  
　　・手段を対策として基準化して周知徹底化を図り、且つ、そのチェック手法を徹底することが求められます。  
 
　　 



 
 
②インシデントはどの様にして起こるのか 

 
 

 
①インシデントの意味 

 

 
インシデントとは重大な出来事や事故を意味する 
 

 
（２）インシデントについて学習する     

 

安全・安心の確保 損害賠償 
欠陥品 

品質管理体制

環境に優しい企業

内部統制

ＩＳＯ２７００１
ＩＳＭＳ

顧客満足 

信用・信頼の失墜 

訴訟・信用失墜 

大事な情報を守る為のルールを決め実行 

材料・材質 
廃油・塗料 

洗剤 

（客先の生命・身体・財産の侵害） 
過失 

誤解・不明確 

管理力が弱い 

不正行為 

ミス・トラブル 

（製造物責任者） 

（総合的品質管理の視点での業務プロセスルール画
一と運用管理） 

（環境負荷軽減化ルールの確立と運用管理） 

（業務品質管理の視点で発生源レベルでの不正・ミス撲滅策・ルールの確立と運用管理） 

ＰＬ法 

ＩＳＯ９００１ 

ＩＳＯ１４００１ 

Ｊ－ＳＯＸ法 

業界法規 

視点 想定リスク  想定範囲 

安全・安心の確保 損害賠償 
ハッカー 

（客先・個人情報の漏洩） 
過失 

（個人情報、他） 

情報 

法令順守項目 

③影響概要  ②事象・原因 
⑤原因・対策 

(危機管理事項) 

業務品質基準の明確化 

危機管理事項別 
対象業務の明確化 

対象業務別 
危機管理基準の明確化 

対象業務別・ 
時点危機管理の明確化 

最適人材配置の基準化 

実績管理・対策の反映 

 
④対処のあり方 
・速やかに上司に一次報告 
・事象を正確に調査・把握し二次報告 
・原因究明・対策案 
・最善策の実施・実績管理・再発防止 

 

P－１２  
 

☆“モノづくり企業”に於ける「インシデント」の意味・原因・対策・起こって 
　　　しまった時の対処のあり方について学習します。 
 
 

 
 

☆自社・特有の「インシデント」についても見極め・対処が必要である。 
 
 

解説図－６ 



 
（３）業務の流れについて学習する             
 

P－１３ 

モノづくり企業のモノが設計・加工・製造され搬出（納品）されるまでの基本的な業務・情報・モノの流れを総称して  
「業務の流れ」と言います。  
 
〔解説図－７　〕はモノづくり企業の「業務の流れ」を解明する為に必要な企業の概要・状況を構成する要件とその整理  
手法と整理された状態事例を示します、その上で下記の手順で具体的に解明する手法について学びます。  
                                                       
①モノづくり企業に必要な機能(役割)と手順(流れ)  
②機能区分(役割・仕事)が組織における部署(営業・設計・製造・他)  
③モノづくりは与えられる仕様によって造られる  
④同じ様な製品を造っていても企業ごとに“考え方・造り方”が違う  
⑤どう造るかは企画・設計情報が順次連携・指示されてモノが造られる  
 
 
〔解説図－８　〕は①「モノづくり企業に必要な機能(役割)と手順(流れ)」とはどの様なものなのかについて具体的に学びます。  
　　まず、モノづくり企業の商品事業に対応した組織・体制（人材）と業務の概要及び業務手順と成果物情報を整理します。  
　　その上で、業務手順及び組織別に、業務毎に”どの様な人材が””どの様な業務を行い””どの様な業務成果物を作成し”  
　　”その業務に必要な時間など”について具体的に業務実態を解き明かします。  
 
〔解説図－９　〕は②「機能区分(役割・仕事)が組織における部署(営業・設計・製造・他)」とはどの様なものなのかについて  
　　具体的に学びます。  
　　①で解明された業務実態をもとに情報連携の視点で、業務手順及び組織別に、業務毎に”どこからどの様な情報を入手し”  
　　どの様な業務成果物を作成し”どこにどの様な連携を図り”業務を推進してゆくのかを解き明かします。  
　　これによってモノづくり企業の商品事業の「業務の流れ・情報の流れ」を明らかにすることができます。  
 
　　また、モノづくり企業の商品事業は③「モノづくりは与えられる仕様によって造られる」ことが具体的業務実態によりに明らか  
　　になりました。  
　　つまり、企画・設計段階でこの商品は“どの様に造るか”を決め、“製造段階”でその通り造ることが夫々の役割になります。  
　　従って、モノづくり企業の競争力は“企画・設計力”と“製造技術力”が揃ってレベルが高いことが条件となります。  
 
　　市場において、④「同じ様な製品を造っていても企業ごとに“考え方・造り方”が違う」ことをが沢山みうけられます。  
　　これが、同業他社であり競合先となります、各社ともその相違点を創造（差別化）し自社なりの特徴を形成してゆきます。  
　　　　 
　　モノづくり企業の商品事業は、⑤「どう造るかは企画・設計情報が順次連携・指示されてモノが造られる」ことになります。  
　　従って、契約仕様からそれを満足させる企画・設計、そしてその情報をもとに加工・製造される「業務の流れ」に対し、いかに  
　　品質の基準化や標準化をおこない製造スピード・コストダウンできるかがモノづくり企業の競争力の鍵をにぎることになります。  
　　 
 
 
 
 
 



 
（３）業務の流れについて学習する             
 

安倍 

井上 

上田 

鎌田 

木下 

久保 

佐々木 

鈴木 

立花 

奈良 

ＣＡＤ　オペレーター 
（２名） 

対象商品 
システム商品 

(超薄板加工組立) 

部署名  技術部 

リーダー  遠藤 

【事業概要と現状】 
 
１、お客の要望を仕様化・設計・開発・販売（営業は別） 
２、現在、年間・１２～１５件程度販売 
３、造成・基礎工事関係は外注委託 
４、技術部隊；リーダー＋１０名 
５、約１ケ月で１～１．２５件製造のペース 
６、ミスが多く残業が多い 
７、リーダーのマネジメント力強化が必要 
注；事業化し約２２年経過、技術部隊の生産性が悪い 
　　　 

 
【工場の実態】
１、工場の製造は１８名体制 
２、ベテランが多く、スリム化している 
３、板金加工技術は一流、職人化 
４、約１ケ月で１ブースでは余力がありすぎる 
５、外注依存業務は内部でも対応可能 
 

時間がかかり過ぎ 

ミス発生が多い 

トラブル・クレーム多い 

工程が遅れがち 

原価追加発生が多い 

予算超過 

 
 

特に引合い数が減っている 
強みを活かした次の商品が 

絶対必要と感じている 
 
 

金融機関向けシステム商品事業 
リーダーの気付き“不安・心配” 

部員  １０名 

工場；１８名 

 
【企業概要】 
 
□設立　　　；１９９２年 
□資本  　　；３０００万円 
□従業員数；７８名 
□売上　　　；１５億円 
□主要顧客；金融機関・他 
 

(参考情報) 
☆売上の約６０％が本商品事業 
☆平均１５案件／年 
☆平均・約６０００万円／案件 
☆基本利益率(目標)；３０％ 
 

部下・氏名 

企業の概要・状況情報事例

P－１４ 
 
 

☆“モノづくり企業”の業務概要を見極める為に必要な企業の概要・状況を 
　　　構成する要件とその整理手法を学習します。 
 
 

解説図－７ 



井上

上田

安倍

木下 

鎌田

久保

井上

木下

鎌田 

井上 

上田 

安倍

久保

奈良

佐々木

久保 

佐々木

奈良

久保

上田

立花

鈴木

鈴木

鈴木

久保

佐々木

立花

立花

人材配置 

客先要望・条件

現地調査・権利調査

建設仕様計画
 

調査
企画 実施予算計画

推進ｽｹｼﾞｭｰﾙ計画

申請・届出書類作成

役所申請・届出

関係機関申請・届出

建設許認可取得

 
申請
届出

契約締結

全体配置計画

製造工程計画・管理

連携メーカー調整・管理

造成・基礎計画図

実行予算計画・管理

 
基本
計画

全体組立図

各組立図

電気系統図

空調装置図

機器取付要領図

強度計算書

 
基本
設計

塗装仕様書

組立要領図

試運転仕様書

部品図

加工要領図

 
詳細
設計 

  工程・品質管理

材料・加工・塗装

仮組立・搬出

造成・基礎工事

 
製造

 
工事 搬入・組立・取付

動作テスト・確認

試運転・引渡し

契約ｽｹｼﾞｭｰﾙ管理

案件仕様・実績確認

保守・メンテ実施
 

保守
  報告書作成・提出

ご要望対応保守・メンテ  

商品企画・開発業務 
(業務成果物ベース) 

２４ 

２４ 

２４ 

２４ 

２４ 

３２ 

８ 

３２ 

３２ 

４０ 

３２ 

４０ 

４０ 

６４ 

２４ 

１６ 

１６ 

２４ 

２４ 

４８ 

１６ 

４８ 

２４ 

８ 

８ 

（１６） 

（１６） 

（２４） 

実績時間 

対象外 

対象外 

別枠・検討 

１２ 

１０ 

１５ 

１０ 

８ 

８ 

 
１２ 

 １０ 

８ 

１２ 

１０ 

１５ 

８ 

６ 

１５ 

８ 

１５ 

６ 

８ 

１０ 

１５ 

１０ 

１０ 

経験年数 

 
 

１２年目～ 

 
 

７年～１２年目  

 
 

(配属)１年～６年目  

☆マネジメント  
☆仕様設計  
☆制御系 

☆業務全般  
☆全体設計  
☆現場対応  

☆客先・契約  
☆工程管理  
☆機器構成・運転  

必要スキル・力量  

外部・専門家 

 
①企画・開発業務の概要と役割及び手順         

 

 
②組織の機能区分       
 

P－１５ 

 
 

☆“モノづくり企業”の商品事業に対応した組織・体制（人材）と業務の概要の 
　　　整理手法について学習します。 
 
  業務の流れと業務名称 

業務区分・経験年数 

業務実態 

解説図－８ 



 
調査
企画

 
申請
届出 

 

 
基本
計画

 
基本
設計

 
詳細
設計 

 

 
製造

 
工事

対象業務名  商品企画・開発 

客先要望・条件 現地調査・権利調査

建設仕様計画

実施予算計画

推進ｽｹｼﾞｭｰﾙ計画

申請・届出書類作成

契約締結

全体配置計画

製造工程計画・管理

連携メーカー調整・管理  

造成・基礎計画図

実行予算計画・管理

全体組立図

各組立図

電気系統図

空調装置図

機器関係・見積 

強度計算書

塗装仕様書

組立要領図

試運転仕様書

部品図

加工要領図

工程・品質管理

材料・加工・塗装

仮組立・搬出

造成・基礎工事

搬入・組立・取付

動作テスト・確認

試運転・引渡し

 
お客様 

 

 
技術部 

 
工場  外部委託先 現場・役所

造成・基礎工事見積  

設計・製造仕様書 

（見積書） 

 
 

役所申請・届出 
関係機関申請・届出

建設許認可取得
 

機器取付要領図

造成・基礎工事図 

工場・総合調整 

（強度計算プログラム） 

（候補地、地権者、測量情報、環境情報、他） 

（造成工程・基礎工程、見積情報他） 

（付帯機器仕様・見積情報、他） 

（契約日、全体工程、試運転・立会・納品日、他）  （専門家・委託先（地権者調整含む）） 

（特殊要望、工程、予算、他） 

（各付帯システム商品図、仕様書、他） 

（造成・基礎工事図、他） 

（特殊仕様を除き工法は標準化、他） 
ステンレス薄板折り曲げ・二重構造 

防水蜜・耐火構造 

（工場側の相談窓口、日程・品質管理、他） 

（関係書面一式準備） 

（各メーカー） 
空調、照明、自動ドア 

セキュリテイ、ＡＴＭ，他 

（テスト・試運転・引渡しまで工場側） 

（仕様概要） 
金融機関名、設置住所 

商品仕様・サイズ 
設置商品タイプ・台数 

各付帯システム・タイプ・個数 
性能仕様、特殊条件、納期、他  （全体組立図、各付帯システム配置図 

各パーツ配置・数量・重量・他 

（特殊仕様を除き標準化・工作図展開） 

（特殊仕様を除き各付帯システム別・ 
　　　系統別に標準図化） 

商品企画・開発業務／情報の流れ  
 

 
③製品は製品仕様によって設計・製造される       
 

 
⑤どう造るかは企画・仕様情報が順次連携・指示されてモノが造られる   
 

 
④同じ様な製品を造っていても企業ごとに“考え方・造り方”が違う     
 

P－１６ 

 
 

☆“モノづくり企業”の商品（製品）開発に於ける組織的な「業務の流れ」と 
　　　「情報の流れ」について学習します。 
 
 

☆相違点が「特徴・差別化」に繋がる 

☆「特徴・差別化」の具体的内容が製品仕様 

解説図－９ 



 
（４）不具合について学習する   
 

P－１７ 

モノづくり企業の商品開発（商品製造）プロセスに於ける各組織（部署）の役割と業務推進中に起こる様々なミス・トラブルや  
クレームなどが発生します。  
これはどんなに業務品質基準を策定し、共有化していても“どこでも起こる可能性”があります、それは実績が証明しています。  
 
モノづくり企業に於ける「不具合」は、各業務プロセスの“どこ”で“何が原因”で起こるのかを学習します。  
 
①不具合とは何なのか  
②それはどの様にして、どこで起きるのか  
③起きてしまったらどうなるのか  
④どう対処しなければならないのか  
⑤その原因は何なのか、同じことを起こさないためにどうすべきなのか  
 
〔解説図－１０　〕は①「不具合とは何なのか)」について具体的に学びます。  
モノづくり企業の商品事業に対応した組織・体制（人材）と各業務プロセスに於いて様々なミス・トラブル・クレームなどが発生  
してしまいます、エンジニアリングの世界ではこれらを総称して「不具合」と言います。  
具体的にどの様な「不具合」があるのかについては“実績”を紐解くことによって明らかにすることができます。  
これらには、各業務プロセス毎の「不具合」の特徴・傾向がありそれを踏まえた再発防止の為の対策が必要となります。  
 
〔解説図－１１　〕は②「それはどの様にして、どこで起きるのか」について具体的に学びます。  
モノづくり企業の商品事業に対応した各業務プロセス毎に具体的にどの様な「不具合」があったかについて“実績”を紐解いた  
結果を「不具合」の内容・原因について取り纏めた実績資料です。  
 
〔解説図－１２　〕は③「起きてしまったらどうなるのか」について具体的に学びます。  
モノづくり企業の商品事業の各業務プロセスで具体的に「不具合」が発生した場合、その現場と関連する現場は一時作業が  
ストップされます、その時その現場及び関連現場は再稼働の目途がたつまで“待機”という状態がとられます。  
その上で、急ぎ原因を突き止め最善の対策を講じる必要があります。  
 
〔解説図－１３　〕は④「どう対処しなければならないのか」について具体的に学びます。  
モノづくり企業の商品事業に於いて「不具合」が発生した場合には、まず“決められた担当者”が“不具合・発生現場”に赴き  
“発生現場の必要状況(状態)をことこまかく観察しその原因の可能性を探します”その上で「上司」に第一報(報告)を入れ、  
これからの動き方について「上司」の指示を仰ぎます。  
一方、「上司」側は最適な人材に“発生情報”を伝えその原因と影響及び最適な対策の在り方を検討するよう指示をだします。  
 
〔解説図－１３　〕は⑤「その原因は何なのか、同じことを起こさないためにどうすべきなのか」について具体的に学びます。  
モノづくり企業の商品事業に於いて「不具合」が発生した場合には、必ず“発生場所・日時・現場・状況”からその原因の追求  
そして、具体的対策及びその後の経過・費用などについて記録し実績事例として管理されるのが通常です。  
また、同じことが繰り返されない様にその事実は関係者全員に公表されるとともにチェック体制が確立されるのが一般的です。  
 
 



 
（４）不具合について学習する   
 

 
①不具合とは何なのか 

 
 
エンジニアリング系では 
“ミス・トラブル・クレーム”等を総称して「不具合」という 
 

各部署の役割・推進プロセス

技術部

設計部

建設部

調達

検査

◇プロジェクト推進管理
◇プロジェクト予算管理
◇工程計画管理　　　　
◇総合調整　　　　　　　
◇設備設計（社外）　　　　　　　　　
◇状況・情報管理　　　　　　　

◇基本性能・機能設計
◇設備・機器設計　　　
◇運用管理設計　　　
◇各種指示書・要領書

 
◇設備・機器（メーカー）調達　　
◇建設（業者・機材・要員）調達
 

◇建屋建設　　　　　　　
◇設備・機器受け入れ検査　　　
◇設備・機器据え付け
◇試運転　　　　　　　　

 
◇設備・機器メーカー工場検査　
◇設備・機器受け入れ検査　　　　
 

引き渡し

 
 

 
不具合は 

どこでも起きる 

 

P－１８ 

 
 

☆“モノづくり企業”の商品（製品）開発プロセスに於ける各組織（部署）の役割 
　　　と業務推進中に起こる様々な「不具合」について学習します。 
 
 

起こる可能性がある 

過去の実績から学ぶ 
（事例と対策） 

解説図－１０ 



各部署の役割・推進プロセス 

技術部

設計部

建設部

調達

検査

◇プロジェクト推進管理
◇プロジェクト予算管理
◇工程計画管理　　　　
◇総合調整　　　　　　　
◇設備設計（社外）　　　　　　　　　
◇状況・情報管理　　　　　　　

◇基本性能・機能設計
◇設備・機器設計　　　
◇運用管理設計　　　
◇各種指示書・要領書

 
◇設備・機器（メーカー）調達　　
◇建設（業者・機材・要員）調達
 

◇建屋建設　　　　　　　
◇設備・機器受け入れ検査　　　
◇設備・機器据え付け
◇試運転　　　　　　　　

 
◇設備・機器メーカー工場検査　
◇設備・機器受け入れ検査　　　　
 

引き渡し

寸法・形状 外観不良

取付位置部品無 精度不良

部品不足 部品一部未加工

部品加工劣悪 部品の歪み・損傷

納期遅延

製品不良

強度見直し 安全性見直し

保守点検見直し 設備性能見直し

構造見直し 据付・組立見直し

設計変更

納期設定 書類不備

発注忘れ 協議不備

ＰＪマネジメントミス

設計ミス

図面不良 強度不足

安全不足 精度不連絡

材質・部品 部品忘れ

未記入 調整代

構造欠陥

現説仕様書 施工計画不備

納期管理不備 日程管理の不備

作業指示ミス

現地工事管理メーカ設計ミス

図面不良 強度不足 安全不足

精度不連絡材質・部品部品忘れ

未記入 調整代 構造欠陥

不具合の発生場所と内容及び原因（事例） 

 
②それはどの様にして、どこで起きるのか 
 

P－１９ 

 
 

☆“モノづくり企業”に於ける「不具合」は、各業務プロ　　セスの“ど
こ”で“何が原因”で起こるのかを学習します。 
 
 

☆「不具合」は”起こる可能性”がある、過去の実績事例を学び対策を講じる必要があります。 解説図－１１ 



 
 

③起きてしまったらどうなるのか 
 
 

技術 

設計 
深夜残 残業 所定内  休日 

作業単価×作業時間×人数×日数＝人件費 

不具合発生状況の影響構造 

作業単価×作業時間×人数×日数＝人件費 

深夜残 残業 所定内  休日 
直接対応工数 
（原因・対策） 

直接対応工数 
（原因・対策） 

共通 
車両 機材 建機  検査 

間接対応工数 
（対応作業） 

建設 
深夜残 残業 所定内  休日 

作業単価×作業時間×人数×日数＝人件費 

待ち工数 
対応工数 

人件費 

外注 
作業単価×作業時間×人数×日数＝人件費 

深夜残 残業 所定内  休日 
対応工数 

（工程・調整・手配） 

外注 
組立費 加工費 材料費  塗装費 

設備・機器 
（撤去・再製作） 

撤去費 据付費 運搬費  その他 

社内 

社外

コンプライアンス

インシデント

現状・業績 

売上 

利益 

コスト 

追加費用 

2017年度 

約１，８００万円 

2018年度 

約２，０００万円 

2019年度 

－ 

ミス・トラブルによる追加費用事例 (発生からその解決に向けて) 
◇ミス・トラブルの発生源は「基本計画」段階の“勘違い”がほとんど、 
　　したがって、それ以降の全工程に影響を与えてしまっている 
　　影響内容はほとんどが関係範囲の製作し直しであり人材・材料 
　　・加工・仕上げ・運搬・組み立てに至る追加費用は“１案件分”の 
　　基本利益に相当する 
◇見積精度については、ミス・トラブルなく実施された案件のコストを 
　　調査すると利益率・基準；３０％を少し下回る程度であった 
◇課題解決策(たたき台) 
　　業務品質基準の確立・可視化・共有化を図るとともに 
　　出図、情報連携におけるチェック体制を構築する 

(業務と人材のミスマッチ) 
☆ミス・トラブルの原因の一つに「業務と人材のミスマッチ」がある 
　これは業務の難易度(必要スキル・力量)の見極めと、入社から 
　どの様な業務経験をさせながらどう育てるかを分析・設計し、 
　基準化し案件業務の人材配置を最適化する手法を構築する 
　（キャリアパス設計） 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P－２０ 

 
 

☆“モノづくり企業”の「不具合」の実態はそのほとんどが“ミス・トラブル”が原因 
　　で発生しており、その影響は極めて重大であることと対策のあり方を学習します。 
 
 

解説図－１２ 



設計ミス

図面不良

強度不足

安全不足

精度不連絡

材質・部品

部品忘れ

未記入

調整代

構造欠陥

寸法・形状

外観不良

取付位置部品無

精度不良

部品不足

部品一部未加工

部品加工劣悪

部品の歪み・損傷

納期遅延

現説仕様書

施工計画不備

納期管理不備

日程管理の不備

作業指示ミス

強度見直し

安全性見直し

保守点検見直し

設備性能見直し

構造見直し

据付・組立見直し

納期設定

書類不備

発注忘れ

協議不備

その他

製品不良 現地工事管理 メーカ設計ミス 設計変更 ＰＪマネジメントミス

発生状況 原因分析 再発防止支援 再発防止計画 再発防止策策定支援   チェックリスト化実施日  

事象調査・原因究明・対策の為の区分別要件

図面不良

強度不足

安全不足

精度不連絡

材質・部品

部品忘れ

未記入

調整代

構造欠陥

全実績 部・室別 メーカー別設備・機器別  発生月別 規模別

部別

室別

設備・機器別

メーカー別

規模別

件数・費用

費用構成

対策実施

防止件数

件数多い

費用大きい

チェック有無

ルール有無

防止費用

記入者

確認者

発生期日

再発構成

再発防止率

再発防止実績 その他

部・室別

対応率

防止目標件数

防止目標費用

チェックリスト化

ルール化

指示書

登録件数・状況
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④どう対処しなければならないのか 
 
 

 
 
 

⑤その原因は何なのか、同じことを起こさないためにどうすべきなのか 
 
 
 

再発防止策と必要要件 

P－２１ 
 
 

☆“モノづくり企業”に於ける「不具合」は、各業務プロセスの“発生原因”の過去の 
　　実績事例から具体的内容とその対策のあり方を学習します。 
 
 

解説図－１３ 



 
（５）リコールについて学習する   
 

P－２２ 

“モノづくり企業”の商品事業に於ける「リコール」の意味とその影響、更には対処のし方などについて学習します。  
                                                                 
①リコールとは何なのか  
②それはどの様にして、どこで起きるのか  
③起きてしまったらどうなるのか  
④どう対処しなければならないのか  
⑤その原因は何なのか、同じことを起こさないためにどうすべきなのか  
 
〔解説図－１４　〕は①「リコールとは何なのか」について具体的に学びます。  
「リコールとは」欠陥であることを生産者が公表し商品を回収して、無償で修理することを言います。  
その対応ケースとして法的対応と自主的対応がありいずれにしても無償で修理・交換・返金・回収・処理を行うこととなります。  
 
②「それはどの様にして、どこで起きるのか」について具体的に学びます。  
その多くは商品のトラブル・クレームや商品事故が原因での発覚するケースがほとんどです。  
つまり、ことが起きてしまってからその根本的原因を追求してゆく段階で自社の品質管理に問題があることに気付くことが多い。  
 
③「起きてしまったらどうなるのか」について具体的な事例で学びます。  
☆コンプライアンス管理が原因でインシデント(事故)発生した時、損害賠償や信用失墜から倒産に至る事例がある  
☆ミス・トラブルが原因で(事故)発生した時、損害賠償や信用失墜から倒産に至る事例がある  
☆業務と人材のミスマッチが原因で(事故)発生した時、損害賠償や信用失墜から倒産に至る事例がある  
基本的には「リコール」の内容によっては“損害賠償”が生ずることもある為、速やかに専門家に相談することが最善の道である。  
 
④「どう対処しなければならないのか」について具体的に学びます。  
「リコール」の疑いが発覚した時点で速やかに直属上司に報告を行います。  
報告を受けた上司は関係者と緊密連携のもと速やかに事象調査・原因究明・対策（緊急・再発防止）・対処(相談・方針)を行いま
す。 
 
⑤「その原因は何なのか、同じことを起こさないためにどうすべきなのか」について具体的に学びます。  
その原因の多くは業務品質基準の不明確なこととその業務管理力に起因しているケースが多く見受けられます。  
モノづくり企業に於ける「リコール」は、  
　　・“コンプライアンス（法令遵守）違反”  
　　・“インシデント（重大事故）”  
が原因で発生するケースが多く”発生防止策”と“当該業務での時点管理”及び総合的管理のあり方が問われています。  
一般的に危機管理力不足であり、その強化が自社の品質管理力強化に繋がることを認識した対応が求められております。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
☆コンプライアンス管理が原因でインシデント(事故)発生 
　した時、損害賠償や信用失墜から倒産に至る事例がある 
 
☆ミス・トラブルが原因で(事故)発生した時、損害賠償や 
　信用失墜から倒産に至る事例がある 
 
☆業務と人材のミスマッチが原因で(事故)発生した時、損 
　害賠償や信用失墜から倒産に至る事例がある 
 

 

 
（５）リコールについて学習する   
 

 
①リコールとは何なのか 
  

 
欠陥であることを生産者が公表し商品を回収して、無償で修理すること 

 
 

 
②それはどの様にして、どこで起きるのか 

  
 

その多くは商品のトラブル・クレームや商品事項が原因での発覚 
 
 

 
③起きてしまったらどうなるのか 

 

 
 

速やかに事象調査・原因究明・対策（緊急・再発防止）・対処(相談・方針) 
 
 

 
④どう対処しなければならないのか 

 

 
 

基本的には“リコール”、場合によっては“損害賠償”が生ずることもある 
 
 

 
 
⑤その原因は何なのか、同じことを起こさないためにどうすべきなのか 

 
 

 
 

その原因の多くは業務品質基準の不明確とその時点・業務管理力不足 
 
 

 
注意事項 

 

 
 
基本的には専門家に相談 

 
 

 
 

（無償：修理・交換・返金・回収・処理） 
 
 

 
 
発覚時点で直属上司に報告 
 
 

 
対策：危機管理力強化 

 

 
 

対応ケース：法的対応・自主的対応 
 

 

P－２３ 

 
 

☆“モノづくり企業”の商品事業に於ける「リコール」の意味とその影響、更には 
　　対処のし方などについて学習します。 
 
 

 
 

☆“モノづくり企業”に於ける「リコール」は、 
　　・“コンプライアンス（法令遵守）違反” 
　　・“インシデント（重大事故）” 
　　が原因で発生するケースが多い。 
　　従って”発生防止策”と“当該業務での時点管理” 
　　及び総合的管理のあり方が問われている。 
 
 

解説図－１４ 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